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第１章 基本的事項 

１．はじめに 

２．基本計画・設計 

３．下水道法第１６条に基づく公共下水道施設整備工事の施行 

４．費用の負担 

 

第２章 技術的事項 

１．流量計算 

２．流速及びこう配 

３．最小管径 

４．管渠 

５．マンホール 

６．取付ます 

７．取付管 

 

第３章 参考 

下水道事業取付ます設置フロー 

下水道事業取付ます設置基準 

   （県様式）法第 32条の規定に基づく同意申請書（記載例） 

   （県様式）法第 32条の規定に基づく協議申請書（記載例） 

都市計画法（抜粋） 

開発許可申請の手引き（抜粋） 



第第第第１１１１章章章章    基本的事項基本的事項基本的事項基本的事項    

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

    本技術基準は，平成１３年 特別使用・開発行為運用基準 Ⅳ－② 開発行

為を全面改定するもので，今後は，総社市発注の工事および，開発による下水

道法１６条に基づく公共下水道施設（排水設備除く）整備工事の基準とする。 

 なお，本基準運用開始に伴い，平成１３年 特別使用・開発行為運用基準 Ⅳ

－② 開発行為は削除する。 

２２２２．．．．基本計画基本計画基本計画基本計画・・・・設計設計設計設計    

（１）下水（汚水）の排除方法は，分流式とする。 

（２）排水施設・設備の計画設計は、本手引き書に記載する技術的事項に基準

のなきものについては、社団法人 日本下水道協会「下水道施設計画・設計指針

と解説」及び「下水道排水設備指針と解説」に準拠するものとする。 

また、下水道法・同施行令・総社市公共下水道条例・同施行規則並びに関係

する他法令に定めがある場合はそれを遵守するものとする。 

３３３３．．．．下水道法第下水道法第下水道法第下水道法第１６１６１６１６条条条条にににに基基基基づくづくづくづく公共下水道施設整備工事公共下水道施設整備工事公共下水道施設整備工事公共下水道施設整備工事のののの施行施行施行施行    

市道編入を伴う公共下水道施設（排水設備除く）を整備する場合は、開発区

域の面積の如何に関わらず，都市計画法第３２条の規定に基づく同意申請書及

び協議申請書の提出を行うものとする。 

実施に当たっては，必要に応じて，取付ます及び取付管設置願，もしくは，

取付ます及び取付管設置承認届出書を提出するものとする。（第３章 参考を参

照） 

４４４４．．．．費用費用費用費用のののの負担負担負担負担    

 下水道法第１６条に基づく公共下水道施設整備工事においては，起点マンホ

ール（取付ます）のみ，工事費用の負担は総社市とし，その他施設は，申請者

とする。 

ただし，特別使用および清音処理区については，起点マンホール（取付ます）

についても，申請者となる場合があるため，別途協議を行うものとする。 

また，受益者負担金についても別途協議を行うものとする。 

 



第２章 技術的事項 

１１１１．．．．流量計算流量計算流量計算流量計算    

（１） 流量公式 

    クッター  塩ビ管粗度係数 0.010 

（２） 管渠の余裕 

    Φ400m/m 以下   余裕率 100 ％ 

 

２２２２．．．．流速及流速及流速及流速及びこうびこうびこうびこう配配配配    

汚水管渠の流速は，最小 0.6ｍ／秒，最大 3.0ｍ／秒とする。 

（下水道施設計画設計指針と解説 前編 2001 年版 P.200） 

総社処理区：原則最小 0.6ｍ／秒，最大 2.5ｍ／秒。 

     塩ビ管φ200ｍｍで 3‰以上，φ150ｍｍで 4‰以上 

（H15 変更認可申請書 P.65） 

美袋処理区：塩ビ管φ200ｍｍで 3‰以上，φ150ｍｍで 4‰以上 

清音処理区：原則最小 0.6ｍ／秒～最大 3.0ｍ／秒 

       (H16 変更認可申請書 P.66) 

      塩ビ管φ200ｍｍで 3.0‰ 

山手処理区：塩ビ管φ200ｍｍで 3‰以上，φ150ｍｍで 4‰以上 

３３３３．．．．最小管径最小管径最小管径最小管径    

汚水管渠の最小管径は，200ｍｍを標準とする。 

ただし，下水量の増加が将来にわたって見込まれない場合には 150ｍｍとする。 

（下水道施設計画設計指針と解説 前編 2001 年版 P.218） 

総社市においては，処理区毎の各事業認可により最小管径が異なるため下記

管径とする。 

総社処理区：市街化区域内の最小管径は 200ｍｍ，市街化調整区域は 150ｍ 

清音処理区：最小管径は 200ｍｍ 

美袋処理区：最小管径は 150ｍｍ 

山手処理区：最小管径は 150ｍｍ 



４４４４．．．．管渠管渠管渠管渠    

管渠は次の各項を考慮して定めるものとする。 

（１） 管渠の断面と使用材料 

Φ400m/m 以下 下水道用硬質塩化ビニル管 ＪＳＷＡＳ Ｋ－１とする。 

（２） 管渠の基礎 

管渠の基礎は，砂基礎とする。 

（３） 土被り 

管渠の土被りは、原則として１．０ｍ以上とする。 

(道路法施工令 第十一条の四) 

（４） 管渠の接合 

管渠の接合方法は、管頂接合を原則とする。 

（５）埋設位置 

   北・東に向かって道路右端より２．０ｍ以下の位置を基本とする。 

土被りが確保できない場合は，最大となる土被りを確保した上で，下記特

例を用いるものとする。 

(平成１１年３月３１日 建設省道政発第３２号 建設省道国発第５号 抜粋) 

 

 



５５５５．．．．マンホールマンホールマンホールマンホール    

（１） マンホールは、管渠の起点及び方向、勾配、管渠径等の変化する箇

所、段差の生ずる箇所、管渠の会合する箇所並びに維持管理のうえで必

要な箇所に必ず設けるものとする。 

（２） マンホールは、管渠の直線においても、マンホール間隔は，管きょ

径 600ｍｍ以下の場合，最大間隔を 75ｍとする。 

（下水道施設計画設計指針と解説 前編 2001 年版 P.238） 

（３）マンホールの種類は、１号マンホールを標準とし，蓋は、鋳鉄製総社

市型とする。 

   なお，レジンマンホール蓋は次世代高品位型とする。（平成２３年度

より完全実施） 

（４）管とマンホールとの接合は耐震性を考慮し、可とう継手を使用する。 

  ただし，既設マンホールとの接合など，やむを得ない場合は，保護コン

クリート巻きとする。 

組立マンホールの用途 

呼 び 方 用 途 

１号マンホール 管渠の起点及びφ600mm 以下の管の中間点 

ならびにφ400mm までの管の会合点。 

楕円・０ 号マンホール 

 

他の埋設物等の関係等で１号マンホールが設

置できない場合。 

レジンマンホール 最大間隔を超えない範囲内で，上記マンホール

に挟まれた中間点に１基まで。 

その他やむを得ない場合。 

副管付きマンホール 管渠の段差が 0.6ｍ以上となる場合。 

 



６６６６．．．．取付取付取付取付ますますますます    

桝の位置、配置及び構造は、次の各項を考慮して定めるものとする。 

（１） 位置及び配置 

原則として、道路と民有地との境界から民地側１．０ｍ以内にもうけるもの

とし、ますの深さは９０㎝以上を標準とする。 

（２） 構造及び材質 

硬質塩化ビニル製公共ますφ２００  ＪＳＷＡＳ Ｋ－７とし，蓋は塩ビ

製総社型とする。 

ただし，車両乗り入れ部等の蓋は、鋳鉄製総社市型とする。 

その他接続管渠径等によりマンホールを使用する。 

桝の深さは，概ね下記の計算により算出すること。 

ますの深さ＝敷地の全辺長／２×２％（勾配）＋０．３ｍ±路面との段差 

ただし，１．５ｍを超える場合は，別途協議のこととする。 

７７７７．．．．取付取付取付取付管管管管    

取付け管は、次の各項を考慮して定めるものとする。 

（１） 材質 

材質は下水道用硬質塩化ビニル管（JSWAS K-1）とする。 

（２） 平面配置 

① 布設方向は、本管に対して直角、かつ、直線的に布設する。 

② 取付け管の間隔は、１ｍ以上離した位置とする。 

（３）勾配及び取付け位置 

勾配は 10‰以上とし、位置は本管の中心線から上方に取付けるものとする。 

（４） 管径 

取付管の，最小管径は 150ｍｍを標準とする。 

ただし，下水量の増加が将来にわたって見込まれない場合には本管径を 150

ｍｍとし，取付管径は 100～150ｍｍとする。 

（下水道施設計画設計指針と解説 前編 2001 年版 P.285） 

 汚水管の管径が 200ｍｍ以上：取付管径は 150ｍｍ 

汚水管の管径が 150ｍｍ  ：取付管径は 100ｍｍ 



第３章 参考 

 ※工事費用の負担について，設置願いは総社市負担，設置承認は申請者負担

とする。 

→→→→ 取付桝取付桝取付桝取付桝があるがあるがあるがある

→→→→ 取付桝取付桝取付桝取付桝がないがないがないがない →→→→ 取付桝設置取付桝設置取付桝設置取付桝設置

３３３３戸以上戸以上戸以上戸以上
→→→→ 共同排水設備共同排水設備共同排水設備共同排水設備

５５５５戸以上戸以上戸以上戸以上・・・・幅員幅員幅員幅員がががが１１１１．．．．８８８８ｍｍｍｍ以上以上以上以上
→→→→ 私道私道私道私道へのへのへのへの公共下水道布設公共下水道布設公共下水道布設公共下水道布設

→→→→
開発事業開発事業開発事業開発事業

下水道法下水道法下水道法下水道法１６１６１６１６条条条条
→→→→ 取付桝取付桝取付桝取付桝・・・・起点起点起点起点マンホールマンホールマンホールマンホール設置設置設置設置

→→→→ 市道市道市道市道にににに既設管既設管既設管既設管がががが無無無無いいいい →→→→ →→→→ →→→→ 協議協議協議協議のののの上個別対応上個別対応上個別対応上個別対応

※※※※山手処理区山手処理区山手処理区山手処理区をををを除除除除くくくく
→→→→ 特別使用特別使用特別使用特別使用 →→→→ →→→→ →→→→ 取付桝設置取付桝設置取付桝設置取付桝設置

→→→→ 合併浄化槽補助合併浄化槽補助合併浄化槽補助合併浄化槽補助

市道市道市道市道にににに既設管既設管既設管既設管があるがあるがあるがある
認可区域内認可区域内認可区域内認可区域内

私道私道私道私道であるであるであるである→→→→

認可区域外認可区域外認可区域外認可区域外

下水道事業取付下水道事業取付下水道事業取付下水道事業取付ますますますます設置設置設置設置フローフローフローフロー
※※※※公共下水道公共下水道公共下水道公共下水道

→→→→

 

 

 

→→→→ １個目 →→→→

500500500500mmmm2222以上以上以上以上
→→→→ ２個目 →→→→

500500500500mmmm2222未満未満未満未満
→→→→ ２個目 →→→→ 設置承認

総社処理区総社処理区総社処理区総社処理区
（（（（調整区域調整区域調整区域調整区域））））

→→→→ 設置願い （１個あたりで負担金を付加）

※事業休止中

山手処理区山手処理区山手処理区山手処理区 →→→→ 設置願い （１個あたりで負担金を付加）

美袋処理区美袋処理区美袋処理区美袋処理区 →→→→ 設置願い （１個あたりで負担金を付加）

桝相当桝相当桝相当桝相当のののの負担金負担金負担金負担金
→→→→ 付加付加付加付加しているしているしているしている →→→→ 設置願い

→→→→ 付加付加付加付加していないしていないしていないしていない →→→→ 設置承認
　　注意）運用で同一敷地には，2個以上は設置願いにより，設置しないものとする

総社処理区総社処理区総社処理区総社処理区
（（（（市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域））））

設置願い

清音処理区清音処理区清音処理区清音処理区

下水道事業取付下水道事業取付下水道事業取付下水道事業取付ますますますます設置基準設置基準設置基準設置基準

 

  



（記載例：要点のみ） 
 

                              平成   年   月   日 

総社市長 片岡 聡一  殿 
 

                   開発許可申請者 

                       住 所 

                       氏 名                印 

                       電 話 

 

    都市計画法第都市計画法第都市計画法第都市計画法第３２３２３２３２条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく同意申請書同意申請書同意申請書同意申請書    

    

下記のとおり開発行為を行うことについて，同意いただきたく都市計画法第３２条の規

定に基づき，次のとおり申請します。 

記 

 

  １ 開 発 区 域 

 

  ２ 開発行為の目的 

 

  ３ 開発区域の面積 

 

  ４ そ の 他 

申申申申    請請請請    のののの    内内内内    容容容容    
１）道路への接続 

接続道路名 左の幅員 所有者 管理者 道路法第２４条の状況 備 考 

      

２）排水 

水 路 名 所有者 管理者 流 末 河 川 名 排水種類 備 考 

 

公共下水道 
 

総社市 
 

総社市 
 雨水 

雑排水 

処理水 

 

３）その他 

 

       上記の申請に同意します。 

 

                平成   年   月   日 

 

                    総社市長 片岡  聡一    印 



（記載例：要点のみ） 

                                平成   年   月   日 

 

総社市長 片岡 聡一  殿 
 

                       開発許可申請者 

                           住 所 
 

                           氏 名                ㊞ 
                            

電 話 

 

    都市計画法第都市計画法第都市計画法第都市計画法第３２３２３２３２条条条条のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく協議申請書協議申請書協議申請書協議申請書    

    

下記のとおり開発行為を行うことについて，協議いたしたく都市計画法第３２条の規定に

基づき，次のとおり申請します。 

記 

 

  １ 開発区域  

 

  ２ 開発行為の目的 

 

  ３ 開発区域の面積 

 

  ４ その他 

協協協協    議議議議    のののの    内内内内    容容容容    
概    要   

新設する公共

施 設 の 名 称 延 長 

（ｍ） 

幅（ｍ）

又 は 

管 径 

面 積

（㎡） 

土地の 

帰 属 

施 設 の 

管 理 者 

移 管 の 

時 期 

費用の 

負 担 

図面の 

名称・ 

番 号 

備考 

1号マンホール 

1号マンホール 

レジンマンホール 

下水道管 

取付ます 

取付管 

1箇所 

1箇所 

1箇所 

70.0ｍ 

6箇所 

36.0ｍ 

φ900 

φ900 

φ300 

φ200 

φ200 

φ150 

   
 有 

 有 

 有 

 有 

 有 

  

総社市 

総社市 

総社市 

総社市 

総社市 

総社市 

 

 

市道編入時 

市道編入時 

市道編入時 

市道編入時 

市道編入時 

 

総社市 

申請者 

申請者 

申請者 

申請者 

申請者 

 

  

  

      上記の協議を了承します。 

 

                平成   年   月   日 

 

                    総社市長 片岡  聡一    ㊞ 



都市計画法（抜粋） 
（公共施設の管理者の同意等）  

第三十二条  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共

施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。  

２  開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事

により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなけれ

ばならない。  

３  前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施

設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。  

 

 

 

 

開発許可申請の手引き（抜粋） 

 

 
 

 

 


